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日本ジオパーク委員会によるユネスコ世界ジオパーク再認定審査の事前確認結果について 

令和５年11月30日 

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 

  

ユネスコ世界ジオパークの再認定審査（令和６年度実施）に向けて行われた日本ジオパーク委員会の事前確認の結

果について、2023年11月６日付けで通知があったので、その概要を報告する。 

 

１ 事前確認日程 令和５年10月10日（火）～12日（木）（３日間） 

２ 審査員 

  日本ジオパーク委員会 副委員長 宮原 育子（みやはら いくこ）氏 

（宮城大学・宮城学院女子大学名誉教授、宮城学院女子大学現代ビジネス学部教授） 

      同      委員 大野 希一（おおの まれかず）氏 

（（一社）鳥海山・飛鳥ジオパーク推進協議会事務局 次長兼主任研究員） 

      同      委員 渡辺 真人（わたなべ まひと）氏 

（（国研）産業技術総合研究所地質情報基盤センター 地質標本室シニアスタッフ） 

３ 日本ジオパーク委員会審査事前確認通知書（別紙）の内容要旨 

【総評】 

・複数の自治体から派遣される協議会事務局のスタッフの入れ替わりが激しいこともあり、協議会の構成主体と

事務局のジオパークの理念への理解と共有が不十分である。 

・協議会と事務局は、ジオパーク活動に取り組む人たちを繋ぐ役割を果たせていない。 

・指摘された課題を一部の地域、関係者の問題と捉えずに、ジオパーク全体で議論し、解決に向かってほしい。 

【評価できる点】 

・継続的にジオパークと関わって、教育、ガイド、保全などの活動を継続している地域住民がおり、ジオパーク

の理念をよく理解して活動している人たちがいる。 

・ジオパーク全体をカバーする山陰海岸ジオパークトレイルの活用が環境省との連携により行われている。 

【今後の課題・改善すべき点】 

＜緊急に着手ないし解決すべき課題（来年５月まで）＞ 

・地質物品の販売に関して、具体的な解決策の合意に至らない場合でも、問題解決に向けた行動計画を策定

し、できる限りの行動を執り続けること。 

・協議会が運営団体として機能し、ジオパーク全体をコーディネートできる事務局運営体制の具体的な改善を

行うこと。 

＜できるだけ早く解決すべき課題（２年以内）＞ 

・他のユネスコ世界ジオパークとの連携協定の締結、国内外のネットワーク活動への積極的参加。 

＜中長期的に解決すべき事項＞ 

・ジオガイドやＤＭＯ（観光地域づくり法人）、旅行会社等の多様な主体と協働した観光プログラムの造成と

誘客、ジオガイドの国際対応のスキルアップを更に進めること。 

４ 今後の対応 

以下の点をはじめ指摘事項に対する対応を、来年１月にユネスコに提出するプログレスレポートに記載する。 

・石の販売について 

令和５年８月に山陰海岸ジオパーク推進協議会（以下「協議会」という。）に設置したタスクフォース（構

成：兵庫県、豊岡市、日本ジオパーク委員会関係者等）において、基本方針、問題解決に向けた行動計画（検

討状況、方向性、スケジュール）を策定する。 

・運営組織の強化について 

協議会担当課長会議において、組織の法人化に向けて検討を進める。 

５ 今後のスケジュール 

 ・令和５年12月  プログレスレポート（案）を日本ジオパーク委員会に提出 

・令和６年 １月  プログレスレポートをユネスコに提出 

・令和６年５～８月頃  世界再認定審査 
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鳥取県環境管理事業センターへの補助金支出に係る住民訴訟の判決について 

令和５年11月30日 

自然共生社会局循環型社会推進課 

（公財）鳥取県環境管理事業センター（以下「センター」）への県の公金支出は不当として、提訴のあった住民

訴訟に対する鳥取地方裁判所の判決が10月27日にあったので、その概要を報告する。 

１ 提訴の概要 

（１）原告  山根一典氏ほか９名 

（２）被告  鳥取県知事 

（３）訴訟提起日  令和４年６月18日 

（４）請求要旨 

・センターが産業廃棄物処分場周辺整備計画策定準備事業委託のために支出した金275万円を、県から受

けた公金（補助金）から支出することは違法であるから、被告はセンターに対し、金275万円及び利息

を請求すること。 

・センターが県から交付金を受け取ったのは不当利得であるから、県から交付された交付金に利息を付し

て返還する義務があり、被告はセンターに対し返還義務の履行を命じなければならない。 

２ 判決 

・原告らの請求を棄却する。 

・訴訟費用は原告らの負担とする。 

３ 争点と裁判所の判断 

争点 裁判所の判断（要旨） 

（１） 補助金交付に

関するセンター

がした不法行為

の存否 

次の点から原告ら主張に係る違法はいずれも認められず、それを前提とした不法行為の成

立についても認めることはできない。よって、鳥取県がセンターに対して不法行為に基づく

損害賠償請求権を有しているとは認められない。 

① 促進条例及び手続条例の違反は認められないこと 

ア 産業廃棄物処理施設の設置によって生活環境等に強い影響を受け得る住民の利益
を図っているという促進条例の趣旨、構造に照らすと、自治会を構成する地理的範囲
の一部が周辺区域に含まれる以上は、自治会の地理的範囲の全体が促進条例にいう
「対象地域」に該当し、その構成員が「地域住民」に該当すると解するのが相当。 

イ 要件として周辺区域内に人家の存在等を求めることは、産業廃棄物処理施設の設置
によって生活環境等に強い影響を受け得る住民の利益を図っているという促進条例の
趣旨、構造に反してその適用範囲を限定的に解釈するものにほかならず、採用の限り
でない。 

② 最終処分場の設置が禁じられた土地にそれを設置するものであるとは認められない
こと 

ア 開発協定は、旧淀江町と環境プラント工業との間で締結された合意であるから、セン
ターがこの約定に拘束されるものであるとはにわかに認められない。 

イ 開発協定には、協定内容の変更に関する約定が設けられていることなどを考慮すれ
ば、不法行為上の違法性があるとは認め難い。 

ウ 米子市は、令和元年８月、センターに対し、条件付きで最終処分場の設置に同市有地
の利用を認める旨の通知を発出していることなどを併せ考慮すれば、センターに不法
行為上の故意ないし過失があると認めることもできない。 

（２） 補助金交付に

関するセンター

の不当利得の

存否 

上記で検討したとおり、補助金交付に違法性が認められないことから、少なくとも不当利得

の成立要件のうち「法律上の原因がないこと」の要件を欠くことになるため、鳥取県がセンタ

ーに対して不当利得返還請求権を有しているとは認められない。 
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鳥取県犯罪被害者に寄り添う支援のあり方検討会（第３回）の概要について 

令和５年11月30日 
くらしの安心推進課 

犯罪被害者に寄り添う支援のあり方検討会（第３回）を開催したので、概要を報告する。 

１ 検討会の概要 
（１）日  時 令和５年10月16日（月） ９時30分～正午 

（２）出席委員 大岡座長、北野委員、徳田委員、本郷委員、田村委員、牧田委員、谷口委員 

（３）検討内容 
   第２回検討会までにいただいた意見をまとめた検討案（支援組織の体制・機能、支援対象とする被害者の範囲、支

援施策の充実）を示し、各委員から意見をいただいた。 

①支援組織の体制・機能 

〇新たな支援組織の体制（案） 
・県に犯罪被害者支援に係る総合相談窓口を設置、警察、被害者支援センター、性暴力被害者支援センター
と連携して、ワンストップで支援を行う。 

・被害者のニーズを把握し、必要な支援をコーディネートする専門資格者（臨床心理士、社会福祉士等）の
配置を検討する。 

〇支援組織が備えるべき新たな機能（案） 
・ケアマネジメントの手法を取り入れた支援のコーディネート、フォローアップ 
・個別事案の支援内容を関係機関等と調整する支援調整会議の設置 
・アウトリーチによる支援（重大事案への早期介入、相談がない被害者への情報提供） 
・市町村窓口のサポート、助言 

 ［委員の主な意見］ 
・被害者相談は１回でなるべく多く情報を聞き取り、関係機関に情報共有できないと被害者の負担は減らない。 
・事件直後の混乱期に警察が困りごとに敏感に動いてくれて、後ですごく助かったと感じた。その時は自覚してい
ない困りごとも多くあり、アウトリーチによる支援は大事である。 

・被害者は、事件直後は混乱している。被害者をある程度強制的にでも連れ出して、大事なことは支援調整会議で
話をしてもらうと良い。 

・市町村の位置づけを明確にして、複合的な課題を解決できるよう市町村との連携等も検討して欲しい。 

②支援施策の充実 

〇経済的支援の検討（案）  

・被害直後から必要となる医療費、葬儀費用、医療機関への交通費などの費用を支援 

・日常生活に支障が生じる場合、家事援助、配食、介護、一時保育等の費用を支援 

・自宅の居住が困難な場合に転居費用・転居先の家賃等を支援、防犯対策に要する費用を支援 

・裁判傍聴等に必要な交通費、加害者の財産開示手続き、被害者情報収集・真相究明に要する費用を支援 

〇カウンセリング・法律相談の拡充（案） 

・臨床心理士等によるカウンセリング、弁護士による法律相談の無料回数の拡充 

［委員の主な意見］ 
・支援施策は、被害者の置かれている状況に応じて、柔軟に対応できるものが良い。 
・即応的な見舞金や医療費等の支援は、警察と連携して、被害者と判断できれば、県が一括して支給する仕組を
再構築すべき。 

・経済的支援は迅速性が大事。生活に必要な給付は、要件を固めすぎて支援が遅れては困る。 
・生活再建という意味ではファイナンシャルプランナー等による相談も支援に含めてはどうか。 
・カウンセリング、法律相談は、支援回数を超える場合は、困窮状態や精神面など、上限を超えて支援する必要
性を支援調整会議等で判断してはどうか。 

③支援対象とする被害者の範囲 

〇支援対象とする被害者の範囲（案） 

・カウンセリング、法律相談等の支援は、犯罪による被害者は全て対象とする(被害届の有無は問わない) 

・経済的支援は、犯罪（過失を含む）により死亡、障がい、重傷病を負った被害者・遺族、不同意性交の被害

者及び特殊詐欺被害等の被害者（生活の維持が困難になった者）を対象とする（被害届が受理された被害者） 

［委員の主な意見］ 
・過失による被害であっても犯罪被害によって被る被害の影響には変わりはない。他の補償制度がなければ、    
過失被害も補償対象として良い。 

・特殊詐欺被害の支援は、個別に判断する必要がある。支援要件を資産状況で判断すると、老後の貯蓄に備えて
いる人ほど支援されない等、反発を招きかねない。 

・経済的支援の対象を個別に判断する審査会などを検討していただきたい。 

２ 今後のスケジュール 
令和６年１月 第４回検討会 

２月 検討結果の取りまとめ、常任委員会報告 
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盛土規制法に基づく規制区域の指定について 
令和５年11月30日 

ま ち づ く り 課  
 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「法」）に基づく規制区域の指定にあたり、法に基づく基礎調査の結

果をもとに盛土規制区域アドバイザー、市町村の意見を踏まえて、規制区域の指定案を取りまとめたので、そ

の概要を報告する。  
１ 規制区域の指定について 

（１）法の概要 

・都道府県、政令市又は中核市が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定し、規

制区域内で行う一定の盛土等の許可を行う。 

・規制区域は、法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、「宅地造成等工事規制区域」、「特定盛土等規制区域」

として指定（公示）することができ、規制区域の種別により許可を要する盛土等の規模が異なる。 
  ➣鳥取市の区域は、市が規制区域を指定、盛土等の許可等を行う権限を有する。 

 [規制区域及び許可規模] 

区 域 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域 

規制区域の

概要 

市街地や集落その周辺など人家等が存在する

区域 

市街地や集落等から離れているが、人家等に危害を

及ぼしうる区域（宅地造成等工事規制区域を除く） 

許可規模 ①盛土で高さ１ｍ超の崖 

②切土で高さ２ｍ超の崖 

③盛土切土で高さ２ｍ超の崖 

④盛土で高さ２ｍ超 

⑤盛土切土の面積500㎡超かつ高さ１ｍ超 

⑥堆積の高さ２ｍ超 

⑦堆積の面積500㎡超かつ高さ１ｍ超 

①盛土で高さ２ｍ超の崖 

②切土で高さ５ｍ超の崖 

③盛土切土で高さ５ｍ超の崖 

④盛土で高さ５ｍ超 

⑤盛土切土の面積2,000㎡超かつ高さ１ｍ超 

⑥堆積の高さ５ｍ超かつ面積1,500㎡超 

⑦堆積の面積2,000m2超かつ高さ１ｍ超  
（２）規制区域指定の考え方 

規制区域は、盛土条例が県内全域を対象としていることを踏まえ、鳥取市以外の全域を県が、鳥取市

の全域を市が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定する。 

① 宅地造成等工事規制区域 

・人口密度や人家等の密集度等の状況を踏ま

え、盛土等による危害が発生した場合に被

害が大きくなると考えられる人口集中区域

（DID地区※）を基本とした区域とする。 

※DID地区は、国勢調査において設定される区

域であり、人口密度が4,000人/k㎡以上の区

域が互いに隣接した人口が5,000人以上と

なる地区に設定。（県内は４市） 

  ②特定盛土等規制区域 

・宅地造成等工事規制区域を除く県内全域と

する。 

③指定日 

・令和６年１月１日（市指定日と同日） 
規制区域の指定案は、令和５年10月20日に県と市のホームページで公表し、業界団体等にも周知した。 

     
（３）盛土規制区域アドバイザーの意見 

・法の盛土規制においても、隙間が生じないように県内全域を規制区域に指定することが必要。 

・宅地造成等工事規制区域は、区域を広げすぎると防災的な効果を見込めないにも関わらず、単に規制だ

けがかかることになるため、人家や人口の密度が高いDID区域を基本とする区域の指定が適当である。  
２ 今後の予定 

 令和５年12月 鳥取市が「市条例」を12月議会に付議 

        規制区域の公示（市と同時）、規制区域を指定した旨の市町村への通知 

 令和６年１月 県と鳥取市において、法に基づく盛土等の規制を開始 
   
＜参考＞盛土規制区域アドバイザー 

委員名 職名等 

柗見 吉晴 鳥取大学 前学長顧問（研究推進担当）（特任教授） 

小野 祐輔 鳥取大学 工学部社会システム土木系学科（教授） 

中村 公一 鳥取大学  工学部社会システム土木系学科（准教授）鳥取県防災顧問（土砂災害対策） 

酒井 哲弥 島根大学  総合理工学部地球科学科（教授） 

猪迫 耕二 鳥取大学 農学部副学部長（教授） 

開催状況：令和４年11月から令和５年11月まで５回開催 

詳細図面等は県・市のホームページに掲載 
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令和５年11月30日

【新規分】 生活環境部

主務課 工　事　名 工事場所 契約の相手方 契約金額 工　期 契約年月日 入札方式

408,100,000円 令和5年10月27日 令和5年10月27日

（予定価格） ～令和7年3月14日

中国支社 408,217,700円

統括責任者　木下　俊一

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

制限付
一般競争入札

（１社）

東伯郡
湯梨浜町
はわい長瀬

自然共生社会局
水環境保全課

天神浄化センター電気設備工事その
３３（管理棟受変電設備改築）

東芝インフラシステムズ株
式会社

-
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令和5年11月30日

【変更分】 生活環境部
主務課 工　事　名 工事場所 契約の相手方 契約金額 工　期 契約年月日 変更理由等

くらしの安心局 鳥取市 （当初契約額） 令和5年4月14日 （当初契約年月日）

住宅政策課 材木町 135,080,000円 ～令和5年11月15日 令和5年4月14日

（営繕課）

（第１回変更契約額） 令和5年4月14日 （変更契約年月日） （主な変更理由）

136,092,000円 ～令和5年11月15日 令和5年4月27日 ・労務単価の上昇に

（変更額） （変更なし） 伴う金額変更

1,012,000円

（第２回変更契約額） 令和5年4月14日 （変更契約年月日） （主な変更理由）

145,812,700円 ～令和6年1月15日 令和5年11月7日 ・外壁調査結果による

（変更額） （変更） 補修数量の追加

9,720,700円 ・追加工事による

工期延長

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

八幡コーポレーション株式会社
　代表取締役　中山　忠雄

県営住宅材木町団地第二期エコ改善
工事（５９－１棟）（建築）
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